
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和８年３月１３日（金）   １０：０１～１０：１１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ５件 

○国会提出案件     ２件 

○法律案        ３件 

○政令        １１件 

○人事         ３件 

○配布         ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

  まず、閣議案件について、佐藤副長官から御説明申し上げます。 
○佐藤内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「第６次男女共同

参画基本計画」について、御決定をお願いいたします。本件につきましては、後程、

黄川田大臣から御発言があります。 
  次に、「採用昇任等基本方針の一部変更」について、御決定をお願いいたします。

本件は、第６次男女共同参画基本計画の策定を踏まえ、女性国家公務員の採用及び

登用の拡大に係る数値目標の変更を行うものであります。 
  次に、「環境配慮契約法基本方針の変更」について、御決定をお願いいたします。

本件は、電気の供給を受ける契約について、契約方式の見直し等を行うものであり

ます。 
  次に、公式実務訪問賓客待遇について、御了解をお願いいたします。本件は、イ

ンドネシア大統領を３月２９日から３１日までの期間、フランス大統領及び同令夫

人を３月３１日から４月２日までの期間、それぞれ公式実務訪問賓客として接遇す

ることとするものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書２件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
  次に、法律案３件について、御決定をお願いいたします。まず、「国家情報会議設

置法案」は、内閣に同会議を設置し、所掌事務等に関する事項を定めるものであり

ます。 
  次に、「健康保険法等の一部改正法案」は、一部保険外療養の創設、出産に係る給

付体系の見直し、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を講ず

るものであります。 
  次に、「産業技術力強化法の一部改正法案」は、重点的に研究開発を推進すること

が必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者による研究開発計画認定制

度の創設、支援措置等を講ずるものであります。 
  次に、政令１１件について、御決定をお願いいたします。まず、「内閣官房、内閣

府本府、こども家庭庁及び総務省の組織令」の各一部改正令は、所掌事務の的確な

遂行等を図るため、所掌事務の変更、審議官の設置期間の変更等を行うものであり

ます。 
  次に、「民事訴訟法等の一部改正法の施行及び民事関係手続等における情報通信

技術の活用推進関係整備法の一部の施行に伴う関係整備政令」は、同改正法等の施

行に伴い、関係政令の規定の整備を行うものであります。 
  次に、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正法の一部の施行に伴う関

係整理等政令」は、同改正法の一部の施行に伴い、関係政令の規定の整理等を行う

ものであります。 
  次に、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正令」は、令和６年

度から８年度までの介護保険事業計画期間における財政安定化基金拠出金額の算
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定方法等の特例を定めるものであります。 
  次に、「国民年金法等の一部改正等法の施行に伴う関係整備等政令」は、同改正等

法の施行に伴い、関係政令の規定の整備等を行うものであり、「同改正等法の施行

に伴う経過措置令」は、同改正等法の施行に伴い、所要の経過措置を講ずるもので

あります。 
  次に、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特措法施行令

の一部改正令」は、特定損害保険契約の保険金額の下限等を改めるものであります。 
  次に、「自衛隊法施行令及び航空法施行令の一部改正令」は、装備移転航空機につ

いて事故が発生した場合の国土交通大臣への報告等に関し航空法の規定の適用の

特例を定める等の改正を行うものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、水産庁資源管理部長魚谷敏紀外

１名に日ソ漁業合同委員会第４２回会議日本政府代表代理を命ずることについて、

御決定をお願いいたします。 
  次に、裁判官人事といたしまして、退官するものについて、御決定をお願いいた

します。 
  次に、石井五郎外１５４名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
  次に、配布資料といたしまして、「開発協力白書」があります。本件につきまして

は、後程、外務大臣から御発言があります。 
○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、黄川田大臣。 
○黄川田国務大臣：第６次男女共同参画基本計画について御説明を申し上げます。本

計画では、あらゆる分野における意思決定への女性の参画拡大、女性特有の健康課

題への対応、テクノロジーの進展を踏まえた男女共同参画の推進、性犯罪・性暴力、

ＤＶ等への対応の充実、女性が活躍でき、暮らしやすい地域づくりなどの取組を盛

り込むとともに、成果目標を設定しております。閣僚の皆様には、本計画に基づく

各種施策の実施に格段の御尽力を賜りますようお願い申し上げます。また、旧氏使

用の拡大についても、更なる取組をお願いいたします。 
○木原国務大臣：次に、外務大臣。 
○茂木国務大臣：ＯＤＡの実施に当たっては、国民の理解と支持を得ることが重要で

あり、外務省は、毎年、開発協力の実績や地域別・課題別の政策を開発協力白書と

してまとめ、公表しています。２０２５年版の開発協力白書は、本日公表されます。

ＯＤＡは、厳しい国際情勢の中、「平和と繁栄を創る『責任ある日本外交』」を推進

するための重要なツールです。この白書を通じ、開発協力に対する国民の関心と理

解が更に深まることを期待します。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 
  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
  御発言はございますか。 
  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和８年 

３月 13日 

◎ 一 般案 件

○ 第 ６ 次男女 共 同参 画 基本 計 画に つ いて （ 決定 ）

（ 内 閣 府 本府 ） 

〃 ○ 採用 昇任 等 基本 方 針の 一 部変 更 につ い て（ 決 定）

（ 内 閣 官房） 

〃 ○ 国及 び独 立 行政 法 人等 に おけ る 温室 効 果ガ ス 等の

排 出 の 削 減に配 慮 した 契 約の 推 進に 関 する 基 本 方

針 の 変 更 につい て （決 定 ）      （環 境 省）

1. イ ンド ネ シア 共 和国 大 統領 プ ラボ ウ ォ・ ス ビ

〃 ○ アン ト 閣下 の 公式 実 務訪 問 賓客 待 遇

1. フラン ス 共和 国 大統 領 エマ ニ ュエ ル ・マ ク ロ

ン 閣 下及 び同令 夫 人の 公 式実 務 訪問 賓 客待 遇

に つ いて （ 了解 ）   （外 務 省） 

◎ 国 会 提出 案件

1. 参 議院 議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 電話 リ レ

○ ーサー ビ スの 利 便性 向 上及 び 周知 徹 底に 関 す

る 質 問に 対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定）

（ 総 務省 ） 

1. 参議院 議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 「力 又 は

威 圧 によ る一方 的 な現 状 変更 」 の定 義 及び 該

当 性 の基 準に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （決 定）          （ 外 務省 ）

◎ 法 律案

   ○ 国家情 報 会議 設 置法 案 （決 定 ） （内 閣 官房 ） 

〃 ○ 健 康保険 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ）

厚生労働省・こども家庭庁・ 

総 務 ・ 財 務・ 文 部科 学 省 

〃 ○ 産 業技術 力 強化 法 の一 部 を改 正 する 法 律案

（ 決 定 ） （ 経 済産 業・ 財 務・ 文 部科 学 省） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料  
あ り

資 料
あ り

［ 別　添 ］
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◎ 政  令 

○ 内 閣 官房組 織 令の 一 部を 改 正す る 政令 （ 決定 ）                              
（ 内 閣 官房）  

〃  ○ 内閣 府本 府 組織 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定）

（ 内 閣府 本府 ） 

〃  ○ こど も家 庭 庁組 織 令の 一 部を 改 正す る 政令 

（ 決 定 ）                        （ こど も家 庭 庁） 

〃  ○ 総務 省組 織 令の 一 部を 改 正す る 政令 （ 決定 ） 

（ 総 務 省 ） 

〃  ○ 民事 訴訟 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 の 施行 及 び民

事 関 係 手 続等に お ける 情 報通 信 技術 の 活用 等 の 推

進 を 図 る ための 関 係法 律 の整 備 に関 す る法 律 の 一

部 の 施 行 に伴う 関 係政 令 の整 備 に関 す る政 令 

（ 決 定 ）                        （ 法務 ・財 務 省） 

〃  ○ 労働 安全 衛 生法 及 び作 業 環境 測 定法 の 一部 を 改正

す る 法 律 の一部 の 施行 に 伴う 関 係政 令 の整 理 等 に

関 す る 政 令（決 定 ）               （ 厚生労 働 省） 

〃  ○ 介護 保険 の 国庫 負 担金 の 算定 等 に関 す る政 令 の一

部 を 改 正 する政 令 （決 定 ）（ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 社会 経済 の 変化 を 踏ま え た年 金 制度 の 機能 強 化の

た め の 国民年 金 法等 の 一部 を 改正 す る等 の 法律 の

施 行 に 伴う関 係 政令 の 整備 等 に関 す る政 令 

（ 決 定）                           （ 厚 生労 働 省） 

〃  ○ 社会 経済 の 変化 を 踏ま え た年 金 制度 の 機能 強 化の

た め の 国 民年金 法 等の 一 部を 改 正す る 等の 法 律 の

施 行 に 伴 う経過 措 置に 関 する 政 令（ 決 定 )( 同 上） 

〃  ○ 特定 タン カ ーに 係 る特 定 賠償 義 務履 行 担保 契 約等

に 関 す る 特別措 置 法施 行 令の 一 部を 改 正す る 政 令

（ 決 定 ）         （ 国 土交 通 ・財 務 省） 

〃  ○ 自衛 隊法 施 行令 及 び航 空 法施 行 令の 一 部を 改 正す

る 政 令 （ 決定）           （防 衛 省） 

 

 

資 料  
あ り  
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◎ 人  事   

○ 水 産 庁資源 管 理部 長 魚谷 敏 紀外 １ 名に 漁 業の 分 野

に お け る協力 に 関す る 日本 国 政府 と ソヴ ィ エト 社

会 主 義 共和国 連 邦政 府 との 間 の協 定 に基 づ く日 ソ

漁 業 合 同委員 会 第４ ２ 回会 議 日本 政 府代 表 代理 を

命 ず る ことに つ いて （ 決定 ）  
☆ 判 事 兼 簡易裁 判 所判 事 金谷 和 彦を 願 に依 り 免ず る

こ と に つ いて（ 決 定） 

   ☆ 元国立 国 会図 書 館副 館 長石 井 五郎 外 １５ ４ 名の 叙

位 又 は 叙 勲につ い て（ 決 定） 

 

◎ 配  布 

☆ ２ ０ ２ ５年版 開 発協 力 白書      （ 外 務省 ） 

☆ 石 川 県 知事選 挙 結果 調        （ 総 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 
 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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